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対象業務（法令） 建築基準法第12条（第88条で準用する場合を含む）、建築基準法施行規則第5条及び第5条の2、第6条、第6条の
2、第6条の2の2及び第6条の2の3に基づく特定建築物等の定期調査・点検

実証の全体像 検査対象とする遊戯施設(コースターや観覧車)の外観(損傷、劣化等を含む。)の状態をドローンの遠隔操作により撮影
し、画像データを取得し、検査対象の遊戯施設の損傷や劣化の状態(表面、内部)等について、有資格者である昇降機等
検査員（以下「検査員」という。）による現状の目視検査（以下「人的検査」という。）と同等以上の判断をすることができ
るか実証を行った。実証の全体像のイメージを図1に示す。
1) 検査員による定期検査(人的検査)の実証
建築基準法に基づく遊戯施設の定期検査項目のうち、構造物、軌条、軌道等の腐食、変形、き裂、破損の状況の検
査では、検査員が高所作業車などを用いて人的検査を行っているが、実際にどのような検査を行っているかを調査した。

2) 遊戯施設におけるドローン検査の技術実証
実際の遊戯施設において、人的検査を行った構造部材や軌道部分を対象に、カメラや解像度・倍率、距離、安全
ガードなどを考慮したうえで、ドローンで状態を撮影し、検査員が判断できるか確認する。また、遊戯施設は形状が特異

現状のアナログ手法 本実証で目指すデジタル手法

目視検査

遊戯施設の定期検査項目のうち画像判断が可能と考えられる検査事項

確認及び方法 検査項目 検査事項 確認及び判断方法

構造物 構造部材及び補助部材の取付けの状況、腐食の状況、変

形、偏位、き裂及び破損の状況、接合部分の緩み

軌条、軌道、水路

及び滑走路

軌条、軌道及び水路のき裂及び変形の状況、錆及び腐食

の状況、接合部の緩み及びき裂の状況

避雷設備 突針、支持金物、引下げ導線等の取付けの状況

検査員が高所作業車等

を用いて対象部分に近

づき、目視により緩み

確認マーク（合マー

ク）や腐食、き裂等を

確認し、判断する。

検査員がドローンにより撮影した

画像を確認し、緩み確認マーク

（合マーク）や腐食、き裂等を判

断できるか実証する。

ドローンによる検査

であるため、そのような施設に対する手動検査
の難易度等の課題に対して3D点群データを取
得して、当該データを利用した自動での飛行及
び撮影についても実証した。

3) 実証結果の分析・整理
実証結果を踏まえ、人的検査と同等と考えられ
る精度や安全性、効率化、コスト等を分析し、
ドローン撮影画像により判断可能な遊戯施設
の定期検査項目、画像により検査結果を判断
する際の条件等を確認した。

図1 アナログ手法からデジタル手法への置き換えイメージ
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実施体制

実施期間 令和5年10月2日から令和6年2月16日まで

【技術実証の概要】

一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター

サノヤスライド株式会社

【実施業務・役割】
実証方法の検討、模擬劣化サンプル品制作、人的定期検査
の実施、ドローン撮影指示、結果の分析・取まとめ。

ブルーイノベーション株式会社

【実施業務・役割】
実証方法の検討、高解像度カメラを取り付けたドローンの
操作・撮影、結果の分析。

【有識者の指導・助言】
遊戯施設に関係する調査・研究や、法令解説書「遊戯
施設技術基準の解説」の編集委員会委員長でもある、
日本大学の青木教授に本実証の方法、進め方等につい
て指導・助言を受け、実施した。

【実施主体】

【再委託】 【再委託】

図2 実施体制図
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【技術実証の詳細】1/7
技術実証の方法 技術実証項目 実証内容

(1) 検査員に
よる定期検査
実証の方法

（ア）模擬劣化サンプル品に対する人的検査の実証

（イ）コースターにおける検査員による定期検査(人的検査)の実証

A2:スパイラル部

A1:直線部

城島高原パーク内に模擬劣化サン
プル品（図3）を設置し、検査員が
通常どおり人的検査をする場合の
傷、錆、ボルトの緩み（合いマーク
のズレ）の見方や目視可能な距離
を確認した。

図3 実証に使用した模擬劣化サンプル品の外観

城島高原パークに設置されたコースター
（スーパーL＆Sコースター）について、遊
戯施設の定期検査告示（平成20年国
交省告示第284号）の検査項目につい
て、実際にどのような手法で人的検査を
行っているのか調査した。
また、実施にあたっては、時間的な制限
があることからコースターの直線部分
（A1）とスパイラル部分（A2）及び避
雷設備について実証した（図4）。

避雷設備

図4 コースターの実証部分
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技術実証の方法 技術実証項目 実証内容

(1)  検査員によ
る定期検査実
証の方法

（ウ）観覧車における検査員による定期検査
(人的検査)の実証
グリーンランドに設置された観覧車（レイン
ボー）の構造体について、実際にどのよう
な手法で人的検査を行っているのか調査
した（図5）。
また、準備時間も含め検査に要した時間
をストップウォッチで測定するとともに、検査
に要した費用等についても調査した。

(2) ドローンによ
る定期検査実
証の方法

（ア）模擬劣化サンプル品に対するドローン検査の実証

【技術実証の詳細】2/7

構造体（スポーク部の上面図、側面図）

城島高原パーク内に設置した模擬劣化サンプル品をドローン（ELIOS3、Matrice300RTK、
Mavic3）に登載したカメラにより撮影（図6）し、傷、錆、ボルトの緩み（合いマークのズレ）に
関して検査員による目視検査と同
等と考えられる撮影距離や倍率
等、カメラに要求される性能を確
認した。
また、十分な明るさが確保できな
い状況においてもドローンを活用し
た検査が可能か確認するため、日
没後に同様の実証を行った。

図6 本実証で使用したドローン

図5 観覧車の実証部分
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技術実証の方法 技術実証項目 実証内容

(2) ドローンによ
る定期検査実
証の方法

（イ）コースターにおけるドローン検査の実証
城島高原パークに設置されたコースター
（スーパーL＆Sコースター）について、人的検査を
行った構造部材や軌道部分を対象に、検査員立ち
会いのもと、手動操作によりドローン（ELIOS3）で
状態を撮影し、人的検査を同等の精度で確認でき
るか実証した。併せて、ドローン（Elios3）で取得し
たデータから測量グレードの3D点群データを作成し、
事前にプログラムしたルート自動で飛行し、登録ポイ
ントを自動で撮影できるか実証した（図7）。

（ウ）観覧車におけるドローン検査の実証
グリーンランドに設置された観覧車（レインボー）に
ついて、遊戯施設の定期検査告示の検査項目の
うち、主に構造部分について、検査員立ち会いのもと、
手動操作によりドローン（Matrice300RTK）で
状態を撮影し、人的検査を同等の精度で確認でき
るか実証した（図8）。
また、準備時間も含め検査に要した時間をストップ
ウォッチで測定するとともに、検査に要した費用等に
ついても調査した。

【技術実証の詳細】3/7

図7 コースターにおけるドローン検査の様子

図8 観覧車におけるドローン検査の様子

手動検査の様子
（ELIOS3）

自動検査の様子
（Matrice300RTK）

検査の様子 Matrice300RTK
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＜当該資料作成における注意事項＞
• 本最終報告サマリーは対外公表いたします。公表して差し支えのない内容・画像等（著作
権等）のみで記載下さい。

実証場所① 城島高原パーク（コースター：スーパーL＆Sコースター）タイムスケジュール

(1)検査員による定期検査の実証
（ア）模擬劣化サンプル品に対する

人的検査の実証

（イ）コースターにおける人的検査の実証

(2)ドローンによる定期検査の実証
（ア）模擬劣化サンプル品に対する

ドローン検査の実証

（イ）コースターにおけるドローン検査
（手動検査）の実証

（ウ）コースターにおけるドローン検査
（自動検査）の実証

【技術実証の詳細】4/7
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＜当該資料作成における注意事項＞
• 本最終報告サマリーは対外公表いたします。公表して差し支えのない内容・画像等（著作
権等）のみで記載下さい。

実証場所① グリーンランド（観覧車：レインボー）タイムスケジュール

(1) 検査員による定期検査の実証
（ア）観覧車における検査員による定期検査（人的検査）の実証

(2) ドローンによる定期検査の実証
（イ）観覧車におけるドローン検査の実証 図9 観覧車における人的検査の様子

図10 観覧車におけるドローン検査の様子

【技術実証の詳細】5/7
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【技術実証の詳細】6/7

実施条件 （1）検査員による定期検査の条件
周囲への安全面、検査員の安全を考慮し、以下の条件の場合は検査を見送ることとした。

・10分間の平均風速が10m/s 以上の場合
・1回の降雨量が50㎜以上の降雨
・1回の降雪量が25㎝以上の積雪
・気象注意報等が発せられ、悪天候となることが予想される場合
・上記以外においても作業の実施について危険が予想される場合

（2）ドローンによる定期検査の条件
（ドローンの飛行条件）
周囲への安全面、ドローンの故障を考慮し、以下の条件の場合は飛行を見送る。
・10分間平均風速が5m/s 以上の場合
・雨、雪、雹（ひょう）などが降り、ドローンの飛行に影響を与える可能性がある場合
・飛行経路が十分な視程が確保できない雲や霧の中に入る場合
・目視外飛行中に日没となりそうな場合（＝夜間の目視外飛行。個別申請要）
また、飛行可能状態にあっても以下の場合はその状態が解消されるまで飛行を中止
・飛行経路内に第三者が立ち入った場合
・ 飛行前に飛行機やヘリコプターを確認した場合
実際に12月12日に行ったコースターにおけるドローン検査（自動検査）実証の際は、10分間平均風速が5m/s以
上で、雨によりドローン機体やカメラに影響を与える可能性があったため、風や雨の状況を見ながら上記飛行条件に
あたらない時間帯に実証を行った。
（根拠：国土交通省航空局標準マニュアル② 令和4年6月20日版）
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【技術実証の詳細】7/7

実施条件 （ドローンの飛行届の提出）
今般の実証に際し、以下図11に示す「許可・承認申請要否確認チャート」に従って許可・承認申請の要否を判断した。

本実証におけるドローンの飛行
は特定飛行に該当するが、必
要となる許可・承認申請は包
括申請で対応可能であるとの
判断に至った。

よって実際にドローン情報基盤
システム（DIPS2.0）を通じて

包括申請を行い、実証実験の
準備に入った。

図11 許可・承認申請要否確認チャート
（出典：国土交通省ウェブサイトhttps://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html）

本実証
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【技術実証の結果】1/17

結果の評価の観点 本技術実証の対象となる9つの定期検査項目に対して（1）検査精度、（2）安全性、（3）効率化の3
つの観点からドローンによる撮影画像で人的検査と同等以上の判断ができるか評価し、まとめる。

結果の評価の
ポイント・方法

■評価ポイント

（1）検査精度 （2）安全性 （3）効率化検査項目 検査事項

一 構造物
（五）構造物

構造部材及び補助部材の取
付けの状況

構造部材の腐食の状況

補助部材の腐食の状況

構造部材の変形、偏位、き裂
及び破損の状況

構造部材の接合部分の緩み
及びき裂の状況

二 軌道部分
（一）軌条、軌
道、水路及び
滑走路

軌条、軌道及び水路のき裂及
び変形の状況

軌条、軌道及び水路の錆及
び腐食の状況

軌条、軌道及び水路の接合
部の緩み及びき裂の状況

九 電気設備
（四）避雷設備

突針、支持金物、引き下げ導
線等の取付けの状況

ドローンによる撮影画像で人
的検査と同等以上の検査が
できること

ドローンの検査に使用
する際の飛行安全性が
確保できること

人的検査とドローンに
よる検査で、検査時間、
費用面から効率化でき
ること

表1 評価ポイントの全体概要
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【技術実証の結果】2/17

結果の評価の
ポイント・方法

■評価方法
(1)検査精度の評価ポイント・方法

次の（ア）模擬劣化サンプル品の実証の方法に基づき、ドローンのカメラに要求される性能を明らかにし、その上で
（イ）コースターにおける定期検査の実証方法、（ウ）観覧車における定期検査の実証方法に関して当該要求
性能を有するドローンによる撮影画像で、人的検査と同等に視認し、検査及び判定ができるか評価した。
（ア）模擬劣化サンプル品の実証の方法

コースターや観覧車など高所での検査が必要な遊戯施設の構造部分等を模した茶、白、黒の3色の構造
体サンプル品にそれぞれ人工的にき裂や錆、緩み確認マーク（合いマーク）のズレ等を施した「模擬劣化サン
プル品」を用いて、検査員が通常どおり人的検査をする場合のき裂や錆等の見え方や目視可能な距離等を
確認し、ドローンにおける撮影距離や倍率などカメラに要求される性能について確認する。

（イ）コースターにおける定期検査の実証方法
① 検査員による定期検査(人的検査)の方法

(a) 取付け（緩み確認マーク（合いマーク）のズレ）の状況の検査
検査方法：テストハンマーによる打検又は目視による緩み確認マークの位置の確認その他ナットの緩みを

確認できる方法により確認する。
判定基準：構造部材又は補助部材の取付けが堅固でないこと。

(b) 錆・腐食の状況の検査
検査方法：目視により確認し、腐食が認められた場合にあっては、腐食を除去して部材厚さが最も薄い

箇所を測定する。
判定基準：要重点点検：著しい錆又は腐食があること。

要是正：腐食により部材の残存厚みが設置時の厚みの90％未満であること。
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【技術実証の結果】3/17

結果の評価の
ポイント・方法

② ドローンによる検査（手動検査）の方法
(a) 取付け（緩み確認マーク（合いマーク）のズレ）の状況の検査
検査方法：ドローンにより構造部材及び補強部材の緩み確認マークを撮影する。
判定基準：画像において緩み確認マーク（合いマーク）の確認をする。 

(b) 錆・腐食の状況の検査
検査方法：ドローンにより構造部材の腐食を撮影する。
判定基準：画像において腐食の確認をする。

③ ドローンによる検査（自動検査）の方法
自動検査の方法は、②と同等の内容を行うが、以下を自動検査特有の内容として以下を評価する。
・指定したルートを正確に飛行できること。
・構造物や検査対象に接触せず安全に飛行できること。

（ウ）観覧車における定期検査の実証方法① 検査員による定期検査(人的検査)の方法
① 検査員による定期検査(人的検査)の方法

(a) 取付け（緩み確認マーク（合いマーク）のズレ）の状況の検査方法
検査方法：テストハンマーによる打検又は目視による緩み確認マークの位置の確認その他ナットの緩みを

確認できる方法により確認する。
判定基準：構造部材又は補助部材の取付けが堅固でないこと。

(b) 錆・腐食の状況の検査
検査方法：目視により確認し、腐食が認められた場合にあっては、腐食を除去して部材厚さが最も薄い

箇所を測定する。
判定基準：要重点点検：著しい錆又は腐食があること。

 要是正：腐食により部材の残存厚みが設置時の厚みの90％未満であること。
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【技術実証の結果】4/17

結果の評価の
ポイント・方法

② ドローンによる検査（手動検査）の方法
(a) 取付け（緩み確認マーク（合いマーク）のズレ）の状況の検査
検査方法：ドローンにより構造部材及び補強部材の緩み確認マークを撮影する。
判定基準：画像において緩み確認マーク（合いマーク）の確認をする。 

(b) 錆・腐食の状況の検査
検査方法：ドローンにより構造部材の腐食を撮影する。
判定基準：画像において腐食の確認をする。

(2) 安全性の評価ポイント・方法
9つの検査項目（内容は（1）に同じ。）に関して、検査員が目視にて行っている検査をドローンによる画像確認に
代替が可能か否かを明確にすることで、安全に関わる検査員の高所作業等のリスクについて検討した。
また、ドローンを飛行する上で、以下の安全性に関するリスク対策を実施し、安全性を確保した上で行う必要がある。
本実証においても以下を遵守した上で実施した。
(a)屋外でのドローン飛行において通常考慮する点

• 場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。
• 飛行場所に第三者の立ち入り等が生じた場合には速やかに飛行を中止する。
など

(b) 遊戯施設の検査においてドローンを使用する際、特に考慮する点
• 複雑な構造物が多いため、単純な構造物よりも衝突リスクが高い。よってケージを持つELIOS3のような耐衝突
性がない機体を使用する場合は風の影響などを考慮し、離隔距離を十分にとって飛行させること。

など
(3)効率化の評価ポイント・方法

9つの検査項目をについて、準備時間も含めて、検査員による検査時間とドローンを使用した際の検査時間、費用
（一部人工比較）を比較し、どの程度効率化できるか評価した。
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【技術実証の結果】5/17

実証の
実施結果

技術実証項目 実証結果

(1) 検査精度の分析
（ア）模擬劣化サン
プル品に対する実
証結果

① 検査員による実証結果
模擬劣化サンプル品に以下のように施したき裂や錆、ボルトの緩み（合いマークのズレ）を

60㎝離れた場所から目視確認（近接目視）を行ったところ全て確認することができた。
・き裂：幅0.2㎜と0.5㎜で各々長さ10㎜の2種類
・錆 ：25㎜×20㎜ 内に収まる程度の赤錆
・合いマークは、ボルト締結後に施しその後15度ナットを緩めることでずらした。
・茶、白、黒の三体に、上述の模擬欠陥を同様に施した。

き裂

合いマーク

錆

図12 模擬劣化サンプル品
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【技術実証の結果】6/17

実証の
実施結果

技術実証項目 実証結果

(1) 検査精度の分析
（ア）模擬劣化サン
プル品に対する実
証結果

① ドローンによる実証結果
人的検査と同様に、模擬劣化サンプル品に施したき裂や錆、ボルトの緩み（合いマークの
ズレ）を確認するために216パターンの画像を検査員が全て確認し、必要な分解能、視
野角について確認した。
a）必要分解能
判別した結果、合いマークのズレ、き裂、錆の全てを画像にて確認するためには0.1から

0.5㎜/pixelの分解能が推奨されることが分かった。
ｂ）視野角
模擬劣化サンプル品の構造部材（梁を模した部分）下面のボルトを撮像する際、

Mavic3は望遠と広角の２つのカメラを標準搭載しているが、望遠カメラ（FOV：
15°）では撮像できず、広角カメラ（FOV：84°）に切り替える必要があった。

図13 撮影画像の例（分解能0.5と0.1の比較)
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【技術実証の結果】7/17

実証の
実施結果

技術実証項目 実証結果

(1) 検査精度の分析
イ）コースターにおけ
る定期検査の実証
①検査員による定期
検査(人的検査)の
実施結果

施設に付帯する足場や高所作業車により構造・軌道部分(直線・曲線部 各1区画)、避雷設備(突
針)に近づき、60㎝程度の近接目視で検査していることが分かった（図14）。

図14 コースターにおける人的検査の様子
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【技術実証の結果】8/17

実証の
実施結果

技術実証項目 実証結果

(1) 検査精度の分析
イ）コースターにおける
定期検査の実証
②ドローンによる定期
検査の実施結果

手動検査であっても自動検査であっても必要分解能を満たして撮像されていれば判断は十分にできる
と考えられる。

ドローンによる撮像結果（A1部）

図15 コースター（A1部）におけるドローン検査の様子
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【技術実証の結果】9/17

実証の
実施結果

技術実証項目 実証結果

(1) 検査精度の分析
イ）コースターにおける
定期検査の実証
②ドローンによる定期
検査の実施結果

手動検査であっても自動検査であっても必要分解能を満たして撮像されていれば判断は十分にできると
考えられる。

ドローンによる撮像結果（A2部）

図16 コースター（A2部）におけるドローン検査の様子
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【技術実証の結果】10/17

実証の
実施結果

技術実証項目 実証結果

(1) 検査精度の分析
ウ）観覧車における
定期検査の実証
①検査員による定期
検査(人的検査)の
実施結果

施設に付帯する足場や高所作業車により構造部分に近づき、60㎝程度の近接目視で以下の状況を
検査していることが分かった。

図17 観覧車における人的検査の様子
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【技術実証の結果】11/17

実証の
実施結果

技術実証項目 実証結果

(1) 検査精度の分析
ウ）観覧車における
定期検査の実証
②ドローンによる定期
検査の実施結果

観覧車における取付け（緩み確認マーク（合いマーク）のズレ）の状況は、必要分解能を満たして
撮像されていれば判断は十分にできると考えられる。
当日の撮影は、ドローンを手動で飛行させカメラ設定も現場調整により行った。観覧車から約20m

距離をとり、ドローンに搭載したズームカメラの最大倍率（光学20倍）で撮影を行った。
当日は晴天・無風の条件下であったため、影になる部分でも光量があり明るく、またズームカメラの最

大倍率での撮影でも画像がブレることなく
撮影できている。

図18 ドローンに搭載したズームカメラ（光学20倍）で撮影した画像
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【技術実証の結果】12/17

実証の
実施結果

技術実証項目 実証結果

(2) 安全性の評価・
分析

人的検査では以下のような危険性等があることが分かった。
・高所へのアクセスに際し、足を踏み外す懸念。
・近年の検査員高齢化傾向においては、昇降における身体への負担が大きい。
・高所において鳥虫による攻撃を受けることもある。
これらの危険性に関して、検査をドローンに置き換えた場合、検査員や補助作業者に対して、
転落や挟まれに関するリスクが大幅に軽減されることが考えられる。
一方でドローンを使用した場合には検査員による検査とは別のリスク対策が必要となるため、
以下を考慮し、安全性を確保した上で検査を行う必要がある。
（a）屋外でのドローン飛行において通常考慮する点
・場所の確保・周辺状況を十分に確認し、第三者の上空では飛行させない。
・飛行場所に第三者の立ち入り等が生じた場合には速やかに飛行を中止する。
・10分間の平均風速5m／s以上の状態、雨、曇りや霧の中では飛行させない。など
（b）遊戯施設の検査においてドローンを使用する際、特に考慮する点
・複雑な構造物が多いため、単純な構造物よりも衝突リスクが高い。よってケージを持つ
ELIOS3のような耐衝突性がない機体を使用する場合は風の影響などを考慮し、離隔距離
を十分にとって飛行させること。
・鉄骨造の構造物が多いため磁界の影響を受けやすい。耐磁界性のない機体を使用する場
合は鉄骨造の構造物への接近のしすぎに注意する。
・観覧車のような大きな構造物を検査対象とする場合、飛行ルートが高度150mという法的
制限に抵触しないかどうかを確認する。 など
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【技術実証の結果】13/17

実証の
実施結果

技術実証項目 実証結果

(3) 効率化の評
価・分析

人的検査とドローン検査でかかった時間と費用を表2に示す。

機種  コースター 観覧車  

実証方法  人的検査  ドローン検査  人的検査  ドローン検査  

手動飛行  自動飛行  

作業時間  【A1 部】  

準備  5.0 分  

検査 49.5 分  

片付け 5.0 分  

【A2 部】  

準備  5.0 分  

検査 40.0 分  

片付け 5.0 分  

合計 109.5 分  

【A1 部】  

準備 17.0 分  

検査 111.0 分  

【A2 部】  

検査  64.0 分  

片付け 20.0 分  

合計 212.0 分  

【A1 部】  

準備  15.0 分  

検査 86.0 分  

【A2 部】  

検査 121.0 分  

片付け 10.0 分  

合計 232.0 分  

準備  5.0 分  

検査 45.0 分  

片付け 5.0 分  

合計 55.0 分  

準備  11.0 分  

検査  51.0 分  

片付け 30.0 分  

合計 92.0 分  

費用  【人工】  

検査員  1 名  

兼 OP   1 名  

監視員  1 名  

合計    3 名  

【機材等】  

高所作業車  

  3.1 万円  

【人工】  

操縦者  1 名  

補助者  1 名  

検査員  1 名  

合計   3 名  

【機材等】  

ドローン 

(ELIOS3) 

     5 万円 

【人工】  

操縦者  1 名  

飛行管理 1 名  

補助者  1 名  

飛行計画 1 名  

合計   4 名  

【機材等】  

ドローン 

(Matris300RTK) 

     1.3 万円  

【人工】  

検査員  2 名  

兼 OP   1 名  

監視員  1 名  

合計   4 名  

【機材等】  

高所作業車  

  4.5 万円  

【人工】  

操縦者  1 名  

飛行管理 1 名  

補助者  1 名  

合計   3 名  

【機材等】  

ドローン 

(Matris300RTK) 

    1.3 万円  

 

表2 人的検査とドローン検査に係る時間・費用一覧
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【技術実証の結果】14/17

実証の
実施結果

技術実証項目 実証結果

(3) 効率化の評価・
分析

ドローン（手動検査、自動検査ともに）を使用したことによる大幅な時間軽減までには至らな
かった。この理由として、ドローンを用いた検査に関しても、撮影画像を検査員が確認する必要
があり、確認する時間は人的検査と同等にかかるためである。
ドローン検査は、高所作業車等の手配も不要なため、日常の保守点検にも活用でき、確認
する頻度を増やせば、是正箇所を早期発見でき、その結果、修理費用の軽減にも繋がるもの
と考えられる。遊戯施設は大型でかつ曲線部分が多いものも多々あり、高所作業車を使用し
ても検査員の目視が困難な箇所が存在するが、ドローンを使用すれば効率よく、それらの箇所
の検査を行うことができるため、これらのことを考慮すれば検査にドローンを導入することは効率
化に繋がるものと考える。
検査にかかる費用に関し、コースターの検査で考察すると、検査人員の人件費（人工）につ
いては人的検査とドローン検査で変わりないが、ドローンの機材費が高所作業車のレンタル費よ
りかかる結果となった。これも足場の設置が必要な遊戯施設を検査する場合は、規模にもよる
が足場設置費用の方がかかることも想定され、また、日常の保守点検にドローンを使用した場
合も減価格償却費を考慮すると、使用頻度に応じてドローン検査の方が安価になることも考え
られる。
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【技術実証の結果】15/17

実証の
結果分析

実証によって、以下の結果を得ることができた。
（ア）検査精度について：ドローン搭載カメラが必要十分な分解能ならびに光度を確保することができれば、今回実

証を行った検査項目に関して、人的検査と同等以上の検査精度を確保できることが実証できた。また、逆光や
夜間などカメラにとって不利な条件下での検査について課題が残るが、このような条件は人的検査においても同じ
で現在は、そのような状況を避けて検査を行っている。
この課題に対して、赤外線カメラと組み合わせた遠隔検査を行うことで人的検査以上の精度を確保できる可

能性もある。
（イ）安全性について：高所あるいは高所作業車のような閉所での人的検査では、検査遂行にあたって転落や挟

まれリスクが伴うだけでなく、遊戯施設の機種によっては検査員の目視が困難となる部位が存在することもあり、労
働災害防止の観点から十分な安全対策を講ずる必要がある。ドローンによる遠隔検査ではドローンの落下や構
造物への衝突などに対する対策が確保されていれば、検査員や補助員に対するリスクは大幅に軽減されるものと
目される。

（ウ）効率化について：遊戯施設の構造形態にもよるが、少なくとも高所作業車の届かない範囲での検査作業等
については、足場設置などの手順や経費を考慮するとドローンによる遠隔検査の方が効率がよいものと考えられる。
今回の実証結果（コースターならびに観覧車）では、人的検査とドローン検査の作業時間を比較すると、従来
の人的検査の方が時間が短い結果となった。また、必要経費に対する比較でもドローン検査の方が高価となる結
果だが、日常の保守点検にドローンを使用した場合、減価格償却費を考慮すると、使用頻度に応じてドローン検
査の方が安価になることも考えられる。また、ドローンを使用した場合の間接的な効果としては、ドローンを使用し
た遠隔検査は、高所作業車等の手配も不要なため、日常の点検にも活用でき、点検頻度を増やせば、是正箇
所を早期発見でき、その結果、修理費用の軽減にも繋がるものと考えられる。



一 構造部分  

(い)検査項目  (ろ)検査事項  (は)検査方法  (に)判定基準  

(五) 構造物  構造部材及び補助部材の

取付けの状況  

テストハンマーによる打検又は目視等による

緩み確認マークの位置の確認その他ナット

の緩みを確認できる方法により確認する。 

構造部材又は補助部材の取付

けが堅固でないこと。 

構造部材の腐食の状況  目視等により確認し、腐食が認められた場

合にあっては、腐食を除去して部材厚さが

最も薄い箇所を測定する。 

イ 腐食により部材の残存厚みが

設置時の厚みの 90％未満で

あること。 

ロ 著しい錆又は腐食があること。 

補助部材の腐食の状況  目視等により確認し、腐食が認められた場

合にあっては、腐食を除去して部材厚さが

最も薄い箇所を測定する。 

イ 腐食により部材の残存厚みが

設置時の厚みの 90％未満で

あること。 

ロ 著しい錆又は腐食があること。 

構造部材の変形、偏位、

き裂及び破損の状況  

目視等により確認する。 構造部材に変形、偏位、き裂又

は破損があること。 

構造部材の接合部分の緩

み及びき裂の状況  

き裂を目視等により確認するとともに、テス

トハンマーによる打検又は目視等による緩

み確認マークの位置の確認その他ナットの

緩みを確認できる方法により確認する。 

接合部に緩みがあること又は溶接

部にき裂があること。 
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【技術実証の結果】16/17

実証の
結果分析

以上の結果から、カメラが十分な分解能ならびに光度を確保し、ドローンの落下や構造物への衝突などに対する対策
が確保されていれば人的検査と同等以上の検査精度を確保できるものと考える。このことから、遊戯施設定期検査告
示（平成20年国土交通省告示第284号に示す9つの項目（検査事項））に示されている検査方法を「目視によ
り確認する」から「目視等により確認する」へ改正することにより、ドローンに登載されたカメラによる撮影画像により十分
に判断することも可能と考えられ、デジタル技術を活用したアナログ規制の見直しに資するものと考える。

【遊戯施設定期検査告示の改正案】※下線部の改正（目視→目視等）を提案
一 構造部分
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【技術実証の結果】17/17

実証の
結果分析 【遊戯施設定期検査告示の改正案】※下線部（目視→目視等）の改正を提案

二 軌道部分

九 電気設備

二 軌道部分  

(い)検査項目  (ろ)検査事項  (は)検査方法  (に)判定基準  

（一）軌条 、軌

道、水路及び滑

走路  

軌条、軌道及び水路のき

裂及び変形の状況  

目視等により確認する。 き裂又は変形があること。 

軌条、軌道及び水路の錆

及び腐食の状況  

目視等により確認し、腐食が認められた場

合にあっては、腐食を除去して部材の厚さ

が最も薄い箇所を測定する。 

イ 腐食により部材の残存厚みが

設置時の厚みの 90％未満で

あること。 

ロ 著しい錆又は腐食があること。 

軌条、軌道及び水路の接

合部の緩み及びき裂の状

況 

き裂を目視等により確認するとともに、テス

トハンマーによる打検又は目視等による緩

み確認マークの位置の確認その他ナットの

緩みを確認できる方法により確認する。 

接合部に緩みがあること又は溶接

部にき裂があること。 

 

九 電気設備  

(い)検査項目  (ろ)検査事項  (は)検査方法  (に)判定基準  

（四）避雷設備  突針、支持金物、引下げ

導線等の取付けの状況  

目視等により確認する。 突針、支持金物、引下げ導線等

の取付けが堅固でないこと。 
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